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地域の災害対策・避難所の運営組織 

避難者が予想される場合、速やかに災害時避難所を開設します。 

災害時避難所の運営は、都島区災害対策本部からの派遣職員、避難所となる

施設の管理者、および自主防災組織からなる避難所運営委員会が行うことにな

ります。 

東都島地域災害対策本部 

本部設置場所 東都島小学校 

責任者 まちづくり協議会会長 

副責任者 

災害救助部長 

地域防災リーダー隊長 

女性部長 

運営スタッフ 
地域防災リーダー、東都島小学校PTA、 

こども会、青少年指導員ほか 
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災害時はもちろん、日頃から地域の皆さんが一緒になって防災活動に取組むた

めの組織、これが「自主防災組織」です。自主防災組織は「地域災害対策本部」

「避難所運営委員会」「町会本部」の３つの組織により運営します。 

 

組織全体の司令塔。被害状況を把握し、処置・指示を行います。

被害状況や災害情報等を記録、伝達します。

避難所に救護所を設置、応急手当や病院への搬送など。

避難の誘導、避難者等の把握。

可搬式ポンプでの消火活動。

避難所運営委員会

避難所の司令塔。避難者への情報提供など。

避難者の受付、避難者名簿の作成。施設の管理運営。

救護所を開設し、負傷者の応急救護など。

炊き出し、飲料、食糧の配給など。

備蓄物資の管理、配給など。

町会本部

総務班

情報班

救護班

避難誘導班

消火班

総務部

管理部

救護部

食糧部

物資部

地
域
災
害
対
策
本
部
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避難エリアについて 

 避難所の受入れ人数等を勘案し、避難エリアを町会の境界線をもとに割り当て

ています。この割り当てについては、今後、地域防災訓練を実施していくなかで見

直される場合もあります。 
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※桜宮中学校には桜宮地域の方も避難します。 

町会単位エリア 一時避難場所 災害時避難所 津波避難ビル 

１町会 
都島北通2-6-20 

駐車場前 

東都島小学校 

東都島小学校 

桜宮中学校 

都島屋内プール 

都島中通住宅 

１、２号館 

グランシエール都島 

ブリランテ都島 

クレールソフィア都島 

2町会 都島北通公園 

3町会 
屋内プール前 

駐輪場 

4町会 
ナスコ（株）前 

都島本通4‐17‐8 

6町会 東都島公園 

7町会 
田原タバコ店前 

都島本通5‐16‐1 

9町会 都島公園 

10町会 
都島中通住宅 

敷地 

11～13町会 都島公園 

14、15町会 
青都荘玄関前 

ローソン前駐車場 

16、17町会 桜之宮東公園 桜宮中学校※ 


